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（１）行政回収（市の収集）および集団回収（自治会等の団体による自主的回収）により収集（回
　収）された再生資源が、持ち去りの禁止対象となります。
　　※「行政回収」については、市または市から収集および運搬の委託を受けた者以外の者は、
　　再生資源を収集し、または運搬してはなりません。
　　※「集団回収」については、当該団体と収集・運搬の契約をし、かつ、市の登録を受けた業者
　　以外の者は、再生資源を収集し、または運搬してはなりません。

（２）紙類（段ボール・雑誌・広告紙・新聞・飲料用紙容器<紙パック>・その他紙類）・缶・ビンおよ
　びペットボトル が持ち去りの禁止対象となる再生資源です。

（３）市長は、条例に違反して再生資源を収集し、または運搬した者に対し、これらの行為を行
　わないよう「命令」することができます。

（４）禁止命令を受けた後も、なお持ち去り行為を繰り返した者に対し、20万円以下の「罰金」を
　科すことができます。
　　また、禁止命令に違反した行為が、会社等の業務として行われた場合は、その会社等にも
　併せて同じ罰金刑を科すことができます。
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持
ち
去
り
行
為
者
を
確
認
し
た

と
き
は
、環
境
処
理
セ
ン
タ
ー（
施

設
担
当
）ま
で
、次
の
情
報
を
お
寄

せ
く
だ
さ
い
。

①
持
ち
去
り
行
為
が
あ
っ
た
日
時
・

場
所（
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
の

所
在
地
や
目
印
等
）

②
持
ち
去
っ
た
再
生
資
源
の
品
目

（
紙
類
・
缶
・
ビ
ン
・
ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
）や
量

③
持
ち
去
り
車
両
等
の
ナ
ン
バ
ー
・

車
種
等
の
特
徴（
普
通
ト
ラ
ッ

ク
・
軽
ト
ラ
ッ
ク
・
自
転
車
・
荷
車

付
き
自
転
車
な
ど
）

④
持
ち
去
ら
れ
る
ま
で
の
状
況

※
市
民
の
皆
さ
ん
が
、持
ち
去
り
行

為
者
に
直
接
注
意
を
お
こ
な
っ

た
り
、車
両
等
を
制
止
す
る
な
ど

の
行
為
は
、ト
ラ
ブ
ル
と
な
る
恐

れ
や
危
険
を
伴
う
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、お
や
め
く
だ
さ
い
。
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�
�
�
�
	
�


�
�

　

市
で
は
、「
集
団
回
収
」に
よ
り
回

収
さ
れ
る
再
生
資
源
の
集
積
場
所

で
あ
る
旨
を
表
示
す
る「
再
生
資
源

集
積
場
所
表
示
票（
プ
レ
ー
ト
）」を

作
製
し
、集
積
場
所
に
こ
の
プ
レ
ー

ト
を
設
置
し
て
い
た
だ
く
よ
う
、各

集
団
回
収
団
体
に
協
力
を
お
願
い

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、「
行
政
回
収
」の
集
積
場
所

へ
の
プ
レ
ー
ト
設
置
は
、市
が
行
い

ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�

　

条
例
施
行
後
も
、引
き
続
き「
再

生
資
源
集
積
場
所
表
示
票（
プ
レ
ー

ト
）」等
の
更
な
る
設
置
や
配
布
を

行
う
と
と
も
に
、職
員
等
に
よ
る
パ

ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
、持
ち
去
り
行

為
者
を
確
認
し
た
場
合
は
、当
該
者

に
対
し
警
告

書
や
禁
止
命

令
書
の
交
付

等
を
実
施
す

る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
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�歩行中や自転車乗車中の喫煙は、周囲にいるたばこを吸わ
　ない人にとって、大変な迷惑となります。また、手に持っ
　て歩く時のたばこの火は、ちょうど小さな子どもの顔の近
　くの高さになりとても危険ですので、絶対にやめましょう。
　喫煙するときは、周囲への配慮をお願いします。
�������	
��������

�何気なく投げ捨てた、たばこの吸殻や空き缶などのごみは、
　勝手に消えることはありません。周辺のかたがたに迷惑と
　なりますので、ごみは必ず決められた場所へ捨てましょう。
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�「バーベキュー等」とは、火気を使って食品を調理する行為
　すべてを指します。コンロだけでなく、発熱する機器（ホッ
　トプレートなどの電熱調理器具・電磁調理器等）を使っての
　調理もおやめください。また、お弁当などを飲食された後の
　ごみは必ずお持ち帰りください。
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